
‣ 精神手帳や自立支援医療（精神通院）の更新時期をお知らせします。

‣ 通知は４か月前、３か月前、１か月前にそれぞれ届きます。

‣ 手帳などをお持ちの方やご家族の方、ぜひご利用ください！

※更新手続きは3か月前から可能です。

利用方法

【問合せ先】

八戸市福祉部障がい福祉課 障がい福祉グループ 〒031-8686 八戸市内丸1丁目１－１ （別館２階）

電 話 0178-43-9106（直通） E-mail shogaif@city.hachinohe.aomori.jp

簡単３ステップ！ 友だち登録はこちら↓から！

八戸市LINE公式アカウントを

『友だち追加』１

３

２

トークルームにキーワード↓を入力

『精神手帳更新』
または

『自立支援更新』

『有効期限』を入力

利用手順の詳細は裏面へ！

～精神手帳・自立支援（精神通院）をご利用中の皆様へ～

更新時期のLINE通知を開始します



☆更新等で期限が変わった際は
その都度2・3の手順に従って新しい期限を入力してください！

更新時期をＬＩＮＥでお知らせするまでの３ステップ

ご利用、
お待ちしてます！

【問合せ先】

八戸市福祉部障がい福祉課 障がい福祉グループ 〒031-8686 八戸市内丸1丁目１－１ （別館２階）

電 話 0178-43-9106（直通） E-mail shogaif@city.hachinohe.aomori.jp

右の二次元コードを読み取り

八戸市LINE公式アカウントを
友だち追加

１

トークルームで

「精神手帳更新」
または

「自立支援更新」

と入力して送信！

2

有効期限を入力・送信して終了！

3

こちらから！


